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このマニュアルの本文中において，特に断りのない場合， 

条例は「京都市消費生活条例」を， 

包装基準は「京都市消費生活条例第１７条第１項に基づく包装基準」を 

要綱は「包装の適正化に関する要綱」を 

要領は「包装基準に適合しない商品を供給する事業者に対する指導，勧告及び

公表に関する実施要領」を指す。 
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